
介護保険の申請は、さくら館や出張所でも申請可能です。自分
や家族が申請できない場合は、箱根町地域包括支援センター
（☎8５−3002）が代行します。

　在宅生活を続けなが
らサービスを受けたい
方は、計画書の作成が
必要です。
※計画書は、専門員が
作成します。

　住み慣れた箱根町での生活を続けるために、町の特性に応じたサービス
を受けることができます。
　町内には、24時間ヘルパーや看護師が対応可能なサービス、認知症の方
の共同生活の場、デイサービスや泊まり、ペルパーなどの生活支援がまと
めて受けられる施設があります。

　箱根町地域包括支援センターでは、介護のこと、健康や病気に関すること、日常生活におけるちょっと
した不安や悩みなど、高齢者の方のさまざまな相談に応じています。気軽に相談してください。☎8５−3002

　在宅生活を続けなが
らサービスを受けたい
方は、計画書の作成が
必要です。
※計画書は、地域包括
支援センターにて作成
します。

　介護保険サービスは
受けられません。町や
地域で行われる健康づ
くり行事に参加し、生
活機能の維持・向上に
努めましょう。

要介護 １ ～ ５
要支援 １・２ 非該当

　町の窓口で要介護認定の申請をします。申請を受理すると、町から必要な
調査を行い、審査会で介護度を決定し、通知します。申 請

　施設に入所したい方
は、施設へ直接お問い
合わせください。
※介護度によって入所
できない施設がありま
す。

生活支援、医療や看護、自宅の改修工事、
福祉用具のレンタル・購入、
デイサービス、リハビリ
テーション、
短期間の宿泊など

申請手続きから介護度の決定
～サービス利用までの流れ

町民の方のみが利用できるサービス

＜困ったときの相談窓口＞

●在宅サービス● ●施設・居住サービス●

　40歳以上のみなさんが加入者となって保険料を出し合っている介護保
険。これは、身体機能が低下してきている方、家事や身支度に支援が必
要な方、寝たきりや認知症により介護が必要な方が、生活を続けていく
ために必要なサービスを受け、安心して暮していくためのしくみです。
サービスを利用するためには、要介護認定の申請をして、要介護 1 ～ ５ 、
要支援 1 ・ 2 のいずれかの認定を受ける必要があります。　　

（問い合わせ先）  健康福祉課　介護保険係　☎8５−7790

知っていますか!?
地域密着型
サービス

施設一覧は、結果と
共にお送りします。

専門員がいる事業所
一覧を結果と共にお
送りします。自分で
選んで連絡します。

箱根町地域包括支援
センター
（電話 ８５−3002）

町主催の行事は、保
健だよりや広報紙で
ご確認ください。

介護保険の施設や有料老人ホームなど

平
成
28
年
度

女
性
の
健
康
セ
ミ
ナ
ー
に
つ
い
て

～
不
妊
治
療
で
妊
娠
を
望

ん
で
い
る
方
の
た
め
に
～

　
不
妊
治
療
を
し
て
い
る
方
が
、
抱

え
る
不
安
な
ど
を
軽
減
す
る
た
め
の

セ
ミ
ナ
ー
で
す
。

日　
時　
1０
月
27
日
㈭
14
時
～
1６
時

場　
所　
小
田
原
保
健
福
祉
事
務
所

集
団
活
動
室

内　

容　

女
性
の
健
康
セ
ミ
ナ
ー

「
私
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
と
不
妊
治
療
」

講　
師　
不
妊
相
談
助
産
師　
割
田

節
子　

対　
象　
不
妊
治
療
で
妊
娠
を
考
え

て
い
る
方

予
定
人
数　
先
着
4０
人

持
ち
物　
筆
記
用
具

照
会
・
申
込
先　
小
田
原
保
健
福
祉

事
務
所

☎
０
４
６
５
―
３
２
―
８
０
０
０
内

線
３
２
３
９
／

FAX
０
４
６
５
―
３
２

―
８
１
３
８

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で

働
き
ま
せ
ん
か
。

　
皆
さ
ん
の
豊
富
な
知
識
や
経
験
、

技
術
を
ぜ
ひ
生
か
し
て
く
だ
さ
い
。

対　
象　
６０
歳
以
上
で
健
康
で
働
く

意
欲
が
あ
る
方

※
事
前
に
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

に
登
録
が
必
要
で
す
。

主
な
仕
事

・
施
設
の
管
理　
・
駐
車
場
の
整
理

・
網
戸
の
張
替　
・
家
具
の
移
動
、

　
片
付
け　
・
庭
の
手
入
れ　
な
ど

　
ま
た
、
併
せ
て
仕
事
を
頼
み
た
い

方
も
募
集
し
て
い
ま
す
。
何
か
手
伝

い
が
必
要
な
こ
と
や
依
頼
し
た
い
仕

事
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
気
軽
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

照
会
先　
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
（
や
ま
な
み
荘
内
）

☎
８
２
―
５
１
１
５
（
９
時
～
1６
時
）

10
月
17
日
㈪
～
23
日
㈰

は
行
政
相
談
週
間

　
行
政
相
談
週
間
行
事
の
一
環
と
し

て
、
行
政
相
談
委
員
が
中
心
と
な
り

行
政
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。
（
申

込
不
要
）

日　
時　
1０
月
18
日
㈫

　
　
　
　
13
時
3０
分
～
15
時
3０
分

場　
所　
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

内　
容　
国
の
行
政
機
関
の
業
務
、

公
団
や
公
庫
な
ど
の
特
殊
法
人
、
独

立
行
政
法
人
、
国
の
補
助
に
係
る
業

務
、
県
お
よ
び
市
町
村
が
国
か
ら
法

定
受
託
し
て
い
る
業
務
な
ど
に
関
す

る
相
談

相
談
員　
行
政
相
談
委
員
（
相
馬
滿
、

村
上
ち
ず
子
）

※
行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
か

ら
委
嘱
を
受
け
、
皆
さ
ん
の
相
談
相

手
と
し
て
、
国
の
行
政
機
関
な
ど
の

業
務
に
関
す
る
苦
情
の
相
談
に
応
じ
、

相
談
者
に
必
要
な
助
言
や
関
係
機
関

へ
苦
情
を
通
知
す
る
な
ど
、
問
題
の

解
決
を
促
し
ま
す
。

照
会
先

□
総
務
防
災
課
（
町
民
係
）

　
　
　
　
　
　
☎
８
５
―
７
１
６
０

□
総
務
省
神
奈
川
行
政
評
価
事
務
所

　
行
政
相
談
課　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
☎
０
５
７
０
―
０
９
０
１
１
０

休
日
収
納・収
納
相
談
窓

口
を
開
設

日　
時　
1０
月
23
日
㈰

　
　
　
　
８
時
3０
分
～
17
時
15
分

場　
所　
役
場
本
庁
舎
２
階
税
務
課

※
役
場
開
庁
日
の
業
務
時
間
内
に
お

い
て
も
、
相
談
窓
口
を
設
け
て
い
ま

す
の
で
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

●
納
付
で
き
る
税
目
な
ど

・
町
税
（
町
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、

　
軽
自
動
車
税
）

照
会
先　
税
務
課
（
収
納
係
）

☎
８
５
―
９
５
７
３

平
成
27
年
度
の
行
財
政

改
革
の
取
組
状
況
を
お

知
ら
せ
し
ま
す

　
町
で
は
、
「
箱
根
町
行
財
政
改
革

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
（
平
成
27
～

31
年
度
）
に
基
づ
き
「
自
立
し
た
行

財
政
運
営
の
確
立
に
向
け
た
緊
急
改

革
」
を
基
本
理
念
に
、
町
民
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
と
効
率
的
な
行
財
政
運
営

の
推
進
を
図
る
た
め
、
45
件
の
推
進

項
目
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
平
成
27
年
度
に
取
り
組
ん
だ
行
財

政
改
革
の
成
果
と
取
組
み
の
概
要
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
な
お
、
詳
し
い
資
料
は
、
役
場
本

庁
舎
３
階
企
画
課
及
び
出
張
所
窓
口

に
報
告
書
を
置
い
て
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
報
告
書

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

●
平
成
27
年
度
の
取
組
み
の
概
要

・
取
組
み
予
定
40
項
目
に
対
し
、
41

項
目
取
り
組
み
ま
し
た
。

　
平
成
27
年
９
月
に
策
定
し
た
箱
根

町
行
財
政
改
革
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

の
45
の
推
進
項
目
の
う
ち
、
平
成
27

年
度
は
計
画
し
て
い
た
4０
項
目
全

て
で
取
組
み
を
行
い
ま
し
た
。
特

に
「
ご
み
収
集
体
制
の
見
直
し
」
、

「
レ
イ
ク
ア
リ
ー
ナ
箱
根
の
運
営
見

直
し
」
、
「
消
防
職
員
の
定
数
削
減
」

な
ど
翌
年
度
以
降
に
効
果
が
見
込
ま

れ
る
取
組
み
が
進
み
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
て
、

平
成
28
年
度
か
ら
取
り
組
む
こ
と
と

し
て
い
た
５
項
目
の
う
ち
「
入
湯
税

納
期
内
納
入
事
務
取
扱
交
付
金
の
廃

止
」
を
１
年
前
倒
し
で
取
り
組
み
ま

し
た
。

・
取
組
み
に
よ
る
効
果
額
は
、
３
億

３
，
2
2
2
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　
平
成
27
年
度
の
取
組
み
に
よ
る
効

果
額
は
３
億
３
，
２
２
２
万
円
と
な

り
、
平
成
27
年
度
効
果
目
標
額
２
０

４
万
円
を
大
き
く
超
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
の
要
因
は
、
「
ふ
る

さ
と
納
税
の
促
進
」
の
２
億
９
，
３

７
８
万
円
と
「
未
利
用
土
地
の
売
却

促
進
」
の
３
，
５
２
６
万
円
に
よ
る

効
果
額
が
大
き
い
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

照
会
先　
企
画
課

☎
８
５
―
９
５
６
０
／
FAX
８
５
―
７

５
７
７

w
eb_tokuteiseisaku@

tow
n.

hakone.kanagaw
a.jp

乳
が
ん
検
診
取
扱
医
療
機

関
の
変
更（
お
知
ら
せ
）

　
９
月
3０
日
を
も
っ
て
、
間
中
病
院

（
小
田
原
市
本
町
４
―
１
―
2６
）
で

の
乳
が
ん
検
診
の
取
扱
い
は
中
止
さ

れ
ま
し
た
。
な
お
、
マ
ン
モ
グ
ラ
フ

ィ
併
用
検
診
の
ほ
か
、
視
触
診
の
み

の
検
診
も
取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

照
会
先　
さ
く
ら
館

☎
８
５
―
０
８
０
０

₄₀～₆₄歳迄は、
老化が原因とされる特定の
病気の場合、申請できます。

対象になるかは、
主治医に要相談。

介護保険
サービスの

種類

「介護保険」
のお話

広報はこね　2016.0ctober 89


